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会 議 録（要点筆記） 

会  議  名  令和２年度 第１回米原市行財政改革市民会議 

開 催 日 時 令和３年３月16日（火） 午前10時から正午まで 

開 催 場 所  米原市役所米原庁舎 2A会議室 

出席者および欠席者  出席者：横山幸司委員、萩原和委員、小林良太郎委員、髙居和美委員、 

藤田博文委員 

欠席者：髙木静江委員、藤田善治委員 

事務局：政策推進課 西村次長、松村課長補佐、川﨑主幹 

議    題 ・第３次行財政改革実施計画 令和元年度の実施状況進行管理について 

・令和３年度行財政改革関連事業について 

結 論 ・第３次行財政改革実施計画の令和元年度実施結果のうち、重点項目17 

項目の評価を行った。評価区分Ａが１項目、Ｂが10項目、Ｃが６項目、

Ｄは無し。 

・令和３年度行財政改革関連事業を説明した。 

審 議 経 過 

（主な意見等を原則と

して発言順に記載）  
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１ 座長あいさつ 

 

２ 議事 

（１）第３次行財政改革実施計画令和元年度の実施状況進行管理について 

 

それでは早速ですが、議事に入ります。今日の議事は次第にあるように

（１）と（２）があるが、（２）の方はどちらかというと報告関係である

ため、メインは９割方（１）の令和元年度の実施状況進行管理、進捗度の

評価となる。これについて、重点項目 17 項目を基本方針ごとに区切っ

て、事務局の方から説明いただき、皆さんと評価を決定していきたい。 

事務局から、１つ目の方針「地域力の創造」について説明をお願いす

る。 

 

【事務局から資料１ 基本方針１（№１～№７）を説明】資料１ 

 

それでは皆様から意見や質問等いただきたいと思う。私から最初に申し

上げると大きく２つある。取組項目１つ目の「協働のまちづくり推進」と

２つ目の「民間活力の活用」。 

まず、協働だが、№1「地域担当職員制度」で説明があった避難行動要

支援者の個別計画策定支援については、私は大変いい取組だと思ってい

る。なぜかというと、このことが実は№2「市民協働提案事業の推進」の

趣旨にも関わってくるが、多くの自治体で協働というものがうまく整理さ

れていない。失礼な言い方をすると、だいたい市民活動の費用などに補助
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委員 

金を一通り交付したら、行き詰まってしまう。行政と市民の間、その間が

協働で行う部分だが、この部分がまさに防災の面においては、この個別計

画策定支援だと思う。まず、こういうふうに協働の整理をした後に、行政

と市民の皆さんが協働で進めていくことが大事。その意味では個別計画策

定支援は、市民との協働の代表的なモデルの一つだと思う。ほかの政策分

野でも進めていく必要があると思う。 

 

№2「市民協働提案事業の推進」についても、審査委員会の再編が進ん

でいるということだが、ぜひ協働の整理をした後に後方支援の方法も考え

ていただきたい。 

№3「（仮称）市民活動センターの設置・運営」についても協働が何かと

いうことを整理した上で、防災で言えば個別計画策定を支援していくとこ

ろをフォローすることが、市民活動支援であり、中間支援の機能を果たす

ことがセンターの役割だと思う。単なる貸館業務だけではなく、市民活動

についてきちんと支援をする、そういう中間支援センターを目指していた

だきたい。 

評価としては、だいたい担当課のとおりかと思うが、やや厳しく期待を

込めて、№3 はＣとさせてもらった。ぜひ中間支援の役割を担っていただ

くセンターを目指してほしいという意味である。 

取組項目２つ目「民間活力の積極的な活用」は、米原市では方針が策定

されて積極的に進めていただいている。特に№5「PPP/PFI の推進」、その

中でも観光２施設を最先端のコンセッション方式で進められている。滋賀

県下でも最先端の動きだと思う。私は高く評価していいと思っており、Ａ

でいいと思う。 

№4「民間活力活用指針の策定と民間委託等の推進」については、一生

懸命進めていくことはわかるが、そもそも公共施設を今後どうマネジメン

トしていくのか、統廃合など。そういう中で、本当にＰＦＩや指定管理者

制度の導入が適切なのかどうか判断をしなければならない。ＰＦＩ、民間

活力の導入を推進すべきと思うが、何もかも民間委託ということではない

と思う。やはり適材適所というか、こういう公共施設のあり方というもの

が最初にあって、その上で廃止や統合すべきこともあり、施設をリニュー

アルすることもある。その上で施設に指定管理者制度を導入していくの

か、ＰＦＩを導入していくのか判断をして、民間活力を導入すべきだと思

う。その大前提を整理されて、民間活力の導入を一層推進すべきである。

そういう意味で、評価はＢで変わらない。 

 

№5「PPP/PFI の推進」について、どこが素晴らしい取組なのかという
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点をわかりやすく教えてほしい。 

 

ＰＦＩとは、建物の建設から管理運営までを一貫してやっていくという

民間活力の一つの手法だが、その中で、その運営権そのものを民間企業に

譲渡し、施設の更新や運営そのものを民間に委ねる。これがコンセッショ

ン方式で、この方法を導入することは県下初となる。大津市がガス事業の

コンセッション方式を採用したが、もともと公営企業なので、実質的に行

政で導入することは県下で初めて、米原市が導入しようとされている。グ

リーンパーク山東と近江母の郷という施設があり、その２つを１事業者に

委ねていこうとしている。選定委員会を開いて令和３年中に決めようとし

ている。そういう意味で評価していいと思う。 

 

現在、管理運営をしているところが続けて管理するイメージか。グリー

ンパーク山東とか。 

 

現在は指定管理者制度で管理運営を行っているが、新たに運営者を決め

るということ。 

 

指定管理者制度は、建物が既にあってその運営だけを委ねる制度。２つ

の施設も取り壊しはしない、しばらくはその施設を使っていくことにな

る。 

 

それは先ほど言われた 15年とか 20年の長期間での運営が県下でも先進

的な取組ということですね。わかりました。 

 

醒井水の宿駅はどうなるのか。この前、議会で否決されたが。 

 

令和３年度からの指定管理者が決まっていない状態で、しばらくは直

営、市が管理していくことになる。今後どうしていくのかは議会等々と協

議しながら進めていくことになる。今は一時休館となっている。 

 

グリーンパーク山東は、他府県の方に非常に人気が高い。なかなか予約

が取れない状況。若い経営者が頑張っていて素晴らしいこと。スキー場と

も一体となって運営されている。 

 

№2「市民協働提案事業の推進」について、私が代表になって協働提案

事業に多世代交流の居場所事業っていう内容で応募したが、いわゆる門前
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払いというか、既に地域のお茶の間で交流事業をやっているから該当しな

いと言われた。その事業を始めるために、場所を借りて経費も発生してい

たので、何とか支援を受けながら始めたいと思い、地域創造支援事業に応

募し、採択された。そのとき感じたのが、計画自体が多少稚拙というか、

計画性が低いという面は認めざるをえなかったが、担当課（地域協働課）

の理解が得られず、福祉部局であれば理解してもらえたのではと感じた。

社会福祉法が改正され、重層的支援体制整備事業という手を挙げた市町に

補助金が交付される事業に当てはまる事業だと思ったが、地域協働課の職

員に理解されず、何度も交渉して、最終的には条件付きで採択となった。

事業では、社会に出にくくなっている人、そういう人たちの支援、個別支

援を行っていく、行政の支援から漏れている人への支援を行い、公的なサ

ービスに結びつけるという事業だったが、その内容について、該当するよ

うな人たちがその居場所に参加してきた時点で補助金を交付しましょうと

いうようなことを言われた。長年、引きこもったりしているような人たち

に居場所に来てもらうようにするには、まず信頼関係を作るところから、

かなり時間がかかるもの。そのあたりも担当の社会福祉課の職員であれば

わかるはずだと思うし、それがすごくジレンマを感じた。最終的には地道

な実践を積み重ね、1 年近く経ってようやくいろんな人たちに何がやりた

いのかを分かってもらえるようになってきたように思う。協働提案事業と

地域創造支援事業の一本化ということだが、担当課だけではなく、いろい

ろな課が連携することも必要ではないか。 

 

協働提案事業の審査体制、支援のあり方を考える上で参考にしてもらい

たいが、どの自治体もそうだが、自分の活動がしたいＮＰＯ、団体などは

補助制度に手を挙げて、補助期間３年ぐらいで交付し終わったら、ほとん

ど事業は終わってしまう。それでは補助のあり方としては、全く駄目だと

思っている。そうではなくて、行政、担当課と市民の間で政策（支援）が

漏れているところ、要するに行政ではフォローできていないようなとこ

ろ、ここをどうやって協働でやっていくか、この整理をきちんとした上で

補助、支援をしていく、ただお金をばらまくのではなく、どうやって協働

を進めるか、財政支援や人的支援、いろんな支援があるが、そこを明確に

しないといけない。 

協働の担当課は全ての課に対してなかなか深く対応できていないという

のが現状としてある。そうであれば、協働担当課は補助金を申請させるだ

けじゃなく、原課と団体の両方が話し合って、両方から提案することで、

やはり協働する必要があると双方に理解してもらう必要がある。そういう

ところを協働担当課が審査する。両者が合致してこれは必要だとなったと
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き、行政提案という形にすることを考えてみてはどうか。 

 

市民活動センターをバーチャルでその機能を維持させるっていうところ

でいうと、箱をマネジメントするという中間支援組織ではなくて、ここも

ソフトアプローチでつなげる意識を持った中間支援組織というものがあっ

てもいいなと思う。米原は箱の中間支援組織はないが、ルッチまちづくり

大学とかソフトな中間支援的なものがある。今の委員の話から、０か１か

で採択されるかどうかというラインで不採択とするのはもったいなくて、

もう少し支援の方法にグラデーションがあっていいんじゃないかなと。不

採択だけじゃなく、その理由が納得できるような、また場に参加できるよ

うな機会を作るのと、担当課と提案者が中間支援の専門家等にアドバイス

が聞ける、マッチングできる環境をつくるなど、そういう機会はバーチャ

ルでいくらでも作れるはず。ルッチまちづくり大学がそういう中間支援的

なマインドを持った卒業生をどんどん送り出して欲しいと思う。 

 

中間支援センターのメンバーは、行政だけでなく、市民の中からリーダ

ー的な人材、マッチングしてもらえるような人材、そういう人が入って中

心でやってもらうことが理想的。もちろん行政の若い職員も入らないとい

けないし、市民だけでもいけない。中間支援の専門家も含めたメンバーで

作り上げていくことが大切である。 

 

事業採択は落ちたけれど、1 回ぐらい職員の方が見に来るかなと思った

けれど来ない。こちらから見に来てくださいと言わないといけないのか

と。 

 

お金を配る、もらうだけの形になってしまっているからではないか。市

民の皆さんの中には誤解されている人もいる。声の大きいところが１年ま

たは３年ぐらいもらうものと。そうではなく、活動はずっと続くわけで、

その後のどうフォローしていくのか。それはお金ではなく、様々な角度か

ら支援を行っていく。それを中心的に担っていく市民活動センターが行政

と市民の間に立って、中間的に支援する機能を持つところが必要ではない

か。 

 

【事務局から資料１ 基本方針２（№８～№14）を説明】 

 

№8「女性職員の活躍の推進」について、管理職の割合などが結果とし

てあるが、そういうことじゃないと思っている。まだまだ女性だけに限ら
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ず、働き方改革や時短ですね。育休、介護休暇促進はもとより、時間を短

縮して働く、多様な働き方、それからテレワーク、これは全く遅れてい

る。機密情報を持ち出さないとかいろんな制約はあるが、制約が必要でな

いところまで全く進んでいない。これが多くの自治体の現状だと思う。や

はり、できるところはもっと推進すべきであり、より一層働き方改革を推

進していただきたい。 

 

№14「コンプライアンスの徹底」について、倫理だけでは不祥事は防止

できない。倫理研修が悪いと言うつもりはないが。やはり、不祥事が起き

るということはそういう組織風土、環境にある。もちろん個人の資質とい

う問題も大きいが、そこだけじゃない問題があると思う。例えば、よくあ

る不祥事が着服横領。これは、その人がだいたい１人で担当していること

が多い。擁護するわけではないが、もしかするとその人も被害者であった

かもしれない。というのは、不祥事が起こる場合は、複数の人が担当する

のではなく、その人１人に仕事が集中して誰のチェックも入らない。そう

いう決裁ルートから仕事の負担割合までが極めて不適切な環境の中で起き

るということが多い。 

そう考えていくと、普段から事務事業の見直しや、誰がどういう仕事を

どのぐらいやっているのかを把握する業務の棚卸しをしたり、業務のプロ

セスを明確化して整理していくことが非常に大事である。これは行革にも

繋がるし、不祥事の防止にも繋がる。 

 来年度から行革も本格的にやっていかれると聞いているので、不祥事を

防ぐためにも進めていただきたい。つまるところ、行革を進めることは、

働き方改革にも繋がるし、コンプライアンスの徹底にも繋がっていくと思

う。 

 

私もまったくそのとおりだと思う。人間って弱い。自分が働いていたと

き、不祥事を起こした人を知っている。みんな真面目でおとなしい。今回

の不祥事で何人かに聞いたが、（逮捕された職員は）犠牲者だと言う。大

津地裁の去年 12 月の判決を見ても、執行猶予５年で組織に問題あると指

摘している。だから倫理観ではなく牽制が必要。牽制ってどういうことか

というと、ある日突然、机の中を調べるとか。当然嫌だけれども、それを

されたおかげで無事に定年が迎えられたと思っている。人間って弱い。

100 円足らないからポケットから出したらいいと思うが、出したら終わり。

 女性活躍について、自分が勤めていた銀行では全国で初めて女性支店長

が誕生した。ところがダメになってしまった。銀行はどうですか。 
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今は５人ぐらい。 

 

（自分が勤務していたところ）今はゼロ。やっぱり教育だけでは難しい。 

人材育成っていうところに関しては、多分どこの企業も同じ悩みを抱え

ているかなと思う。我々も優秀な人材がたくさん入ってきてくれているけ

れど、実際入行して３年ぐらいまでで大体３割ぐらい辞めている。そのう

ちの１割ぐらいは県や市役所に入られることが多い。毎年 50 人ぐらいが

銀行からどこかの自治体の公務員に転職しているぐらいのイメージ。た

だ、それぐらいの人数が毎年採用されて辞めているというイメージで言う

と、米原市も含めて公務員の離職率も高いのかなと思う。実際にどんな感

じなのか。 

 

離職率を数字では把握していないが、イメージで言うと、近年、離職す

る者は多いと感じる。特に若い職員が入庁して５年以内で辞めている傾向

がある。 

 

言葉は悪いが、３年目、４年目ぐらいからようやく 1 人で稼げるように

なるが、人材を育てるけれど辞めてしまう。公務員の場合、特に税金も含

めて人材育成をされているので、その離職率を下げていただくことは大事

なのかなというところがある。 

私も去年の２月に支店長になり、そこからコロナが始まった。市もコロ

ナ対応で御苦労いただいていて、その中で統合庁舎の移転やワクチンの接

種など大変忙しい状況で、業務によっては偏りがあるのかもしれないけれ

ど、皆さん激務が続いておられる中でいうと、人材育成もそうなんですけ

ど、メンタル面のフォローはどうなっているのかなと思った。 

銀行ではそういうメンタルのところに関しては、一人一人にカウンセリ

ングを受けるクーポンを渡して、人事や支店長を通さずに自分で予約して

勝手に行ってもいいよと。病院からも銀行に報告はしないとなっている。

人は弱いので、精神的にやられてしまうと辞めるとか、ちょっと悪いこと

するとかいろんなパターンがあると思う。人材育成とあわせて、その辺の

フォローをしていただいたほうがいいのかなと感じたところ。 

 

今回の不祥事が起きる少し前に彦根市の生活保護担当をされていた女性

の職員の方から聞いた話だが、生活保護業務をしている近隣市の職員がプ

ライベートで飲み会をされていた。多くの職員が集まったが、米原市の職

員は参加されなかった。私は障がい者施設の看護師だが、米原市の担当職

員の人達は長浜市よりいいと自分の中で評価していた。でも、その後しば
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らくしたら不祥事があった。 

やはり職場以外のところで、上司や同僚と、ストレス発散をしないとや

っていけないという面がいっぱいある。ストレスチェックもあるが、チェ

ックしてもなかなか本音の結果は出てこない。まあ少しは役に立つけれど

ぐらいな感じ。やっぱり仲間の人同士や上司にいろんな悩みを聞いてもら

って、フォローしてもらうだけで随分違ってくる。看護師は今、病院等で

プリセプターシフト（プリセプター制度）というものがあって、新卒の看

護師に対し、３年間先輩看護師が指導につく制度で、技術面だけではな

く、メンタル面でもずっとフォローしてて、本当に兄弟みたいな関係、い

ろんな面でフォローしている。病院などは厳しい職場なので、そういうと

ころで結構救われるのかなと思う。今回の不祥事も 26歳で多くの業務を

抱えて、悩んでしまったのかな。再起できるように応援できたらいいなと

思う。 

 

私のゼミでも公務員になった学生もいるが、やっぱり公務員になるに

は、ある一定程度の学力を超えないと採用されない。けれども、人とのコ

ミュニケーションというのはまた別物で、実際、窓口業務でいろんな申請

書を取り扱う中で、場合によっては市民から厳しい意見を言われたとき

に、緊張の糸が途切れる人もいるかもしれない。だから、そういうときに、

今の世間一般の若者像っていうのを理解しておかないといけないのでは

と思っている。 
県立大学も定期的に研修があって、おそらく他大学も何かしらの研修が

あると思うが、生きづらさを抱えている若者に対し、どのように教員が関

わっていけばいいのかとふと考える。それは別に若者だけに言えることで

はなく、部下と上司の関係にも言えると思う。世の中がしっかりとフォロ

ーできる環境にないということ。 
実際、上司と飲み会をすることがそもそも今の若者には無理なことで、

例えば、私の研究室の場合、コロナ禍が無かったとしても、ゼミで飲み会

をすること自体なかったかもしれない。ということは、別のコミュニケー

ションの仕方で持続的な関わり方をもう一度作るしかない。米原市は人数

も政令指定都市と比べたら顔を向き合って関われるし、困っている職員の

様子を把握しやすい規模感だと思う。 
大学でもメンタルヘルスのアンケートがあるが、ポチポチとネットで検

討するだけでは意味はない。そうじゃなくて、やっぱり上司や友達とは異

なる属性の人たちと喋れる環境を作るということ。この場合、注意が必要

で、「カウンセリングをする、される」の関係性には十分な配慮が必要。

大学でもカウンセリングルームに行こうとするけどなかなか行けない学生
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が、別の部署のスタッフに付き添われてカウンセリングに行ってすっきり

して、その後、学生生活を過ごす場合もある。ポイントは、カウンセリン

グ的な要素を、それとなく提供し、バックアップしていく環境があるかど

うか。そういうことを米原市としてしっかりとバックアップできたら素晴

らしいと思うし、米原市ならできると思う。 

 

上司も自分で仕事をいっぱい抱えている。部下のことまでなかなか。 

 

全く違う部署の方や専門職の方がフォローするなどね。 

 

先ほどメンタルヘルスの場合や公益通報、これは外部に通じるルートを

作っておかれたほうがよい。今は総務課や人事課が担当しておられると思

うが、本当にハラスメントやメンタルヘルスに悩んでいる方は、内部の総

務課や人事課には行かない。もちろん、そこはなしにしようということで

はなく、外部の全く関係がない、しがらみのない人に助けを求められるル

ートを作っておくことをぜひお勧めしたい。 

 

【事務局から資料１ 基本方針３（№15～№33）を説明】 

 

「№15 事務事業の見直し」、「№21公共施設再編の推進」は今まで申し

上げてきたとおりなので、一層推進をお願いしたい。 

それから、「№22 国民健康保険事業」、「№23 介護保険事業」、「№24後

期高齢者医療事業」、「№25 農業集落排水事業」、「№26流域関連公共下水

道事業」、「№30 水道事業」の特別会計ですが、すでに認識をされている

と思うが、企業会計は改めて財務分析を行ってほしい。特に、上下水道に

関してはすでにシミュレーションが行われているということだが、かなり

シビアな判断をしていかなくてはいけないと思う。私が関わっている近隣

の自治体でも料金の見直し、受益者負担見直しを答申した。全国的にも見

直しは進んでいる。 

一方で、料金だけではなく、コンパクトシティ化に向けて、これ以上、

下水道を延伸しないというようなシビアな判断もしていく必要がある。こ

れを行政から市民の皆さんに申し上げるのはなかなか大変だと思うが、審

議会などで専門家の意見で答申をしてもらって、米原市も早期に見直しを

進めていかれるべきだと思う。 

それから「№29 駐車場事業」や「№32ふるさと納税の推進」は、歳入

を増やす努力をされていることは評価していいと思う。1 点だけ「№32 ふ

るさと納税の推進」はａと評価されているが、一方で流出分（支出経費）
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があるはず。これは他市から米原市へふるさと納税をしてもらう人もいれ

ば、米原市民がほかの自治体にふるさと納税をしている場合もある。それ

を差し引きしないと本当の評価ができない。 

 

差し引きした結果、プラスになっている。 

 

「№31 徴収率の向上」については、米原市は徴収率がいいのか悪いの

かがわからない。それほど悪くないという気がするが。 

 

徴収率は県内でもいいほうである。 

 

そうであれば、「№31 徴収率の向上」は悪く評価しなくてもいいと思う。

 

これらの項目に関しては中身がよくわからない。 

今度、給食費も市での取り扱いになるのか。今までは学校が徴収してい

たと思う。 

 

 市役所内部（学校教育課）で徴収することになる。 

 

ＩＣＴとかその辺のところの確認ですが、行政クラウドなど庁舎内の話

だと思うが、今、銀行でも支店の統廃合をしており、米原市では今回、庁

舎が統合される中でいうと人的なところのスリム化なども今後されていく

のかなと考えている。その中で、私たちも顧客サービスを低下させないよ

うにといろいろ頑張っているところだが、市も山東庁舎など残ると思う

が、行政サービスを低下させないようにするため、庁舎に来てもらわなく

ても行政サービスが提供できる仕組みづくりが大事だと思う。銀行も同じ

で、スマホのアプリを使ってもらい、その中でいろいろとできる。例えば

住所変更などできるようになるのかわからないが、来てもらわなくても何

かできるような仕組みづくりを考えていかれると思う。我々のお客さんと

米原市の住民の方で、基本的には使って欲しいなって思う方はほぼ同じ層

になってくると思う。銀行でもデジタル推進室をつくって、滋賀県などと

いろいろお話をさせてもらっているが、金融機関や民間企業と連携をしな

がら、住民サービスを向上してもらいたい。 

 

マイナンバーカードを作ったが、かなり無力である。ほかの人に聞いて

も誰も作っていない。なぜ作らないのかといったら、何の得があるのかと

いうこと。よくわからない。健康保険として使えるのも特にいいと思わな
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い。もっと良い点を、将来的にマイナンバーカードでいろんなことが分か

るようになるなど、みんな見えていないから作らない。だからみんなの意

識も低い。 

 

介護保険サービスがどんどん増えて、すごくお金がかかっている中で、

サービスを提供し続けていくことは厳しいとわかった。地域お茶の間創造

事業などできるだけ介護保険サービスを使わなくてもいいように、介護予

防の取組を住民主体で熱心に取り組んでおられるところもある。 

市有財産の処分や公共施設の再編などの資料を見ると、私が小さいとき

からあった施設がどんどん無くなっている。一方でこんなに公共施設があ

ると知り、改めて処分や再編の流れは止められないのかなというのは感じ

る。 

 

農業集落排水施設の損傷や水道事業の漏水の話っていうのはすごく気が

かり。実際、インフラ施設は整備すれば徐々に劣化が進むわけで、その劣

化を察知できる環境をまずは作らないといけない。これには予算をかけれ

ばチェックはできると思うが、予算が限られる中でどうやってチェックし

ていくのか。それで言うとＩＣＴの整備で、まずはそのインフラとして情

報通信網を整備するところに手厚く予算をつけてもいいのではないか。そ

れをうまく使う中で、一般市民からの通報が受けられるようなもの、例え

ばスマホで写真を撮って情報が得られるようにする。今の時代は、スマホ

の情報からなど末端からいろんな情報が集約されていく。例えばウェザー

ニュースがその例。それは防災にも繋がっていくような気がする。要する

に、様々な複合的な目的を持ったＩＣＴというものを、今のうちに作って

おけば、損傷や漏水などのマイナス事象に関しても積極的に取り組めるの

ではないかと思う。 

 

それでは、全体を通して担当課がつけた評価について、変更したほうが

いいと思われるところがあればお願いしたい。そうでなければ原案どおり

にしていきたい。 

 

「№3（仮称）市民活動センターの設置、運営」についてはｂからＣへ

期待を込めて。「№5 PPP/PFI の推進」これも期待を込めてｂからＡへ。

「№9女性職員の活躍の推進」はｂからＣ、これもさらに推進していただ

きたいということ。「№30 水道事業」もｂからＣ。あとは原案どおりでよ

いと思う。皆さんはいかがでしょうか。 
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「№25 農業集落排水事業」は、損傷個所が見つかったが、実際は５月

で終わったと。それであればｃからＢでもいいのでは。 

 

 令和元年度内に終わらなかったということでＣと評価している。 

 

私は農家だが、現状調査があったのか。 

 

おそらく個別の調査というより、地下の調査だと思われる。 

 

女性職員の活躍推進について私もＣとさせてもらった。近年の社会動向

を踏まえると、さすがにＢ評価はできなかったのが正直なところ。これを

ターニングポイントだと思って、Ｃ判定とし、今後これを教訓に積極的に

施策を打っていくっていうのが一番大事だと思う。 

 

№8 はＤと評価した。 

 

 水道事業はｂをＣに。これは漏水が多発している問題であり、どうして

も目に見えてしまう事実ですから。 

 

私と副座長が一致しているので、水道事業はそのように評価を変えてい

ただきたい。ほかの委員からも厳しい評価がありましたけど、Ｃでいきた

いと思う。職員の皆さんにはさらに頑張っていただきたいということで、

Ｃでお願いしたい。 

 

【事務局から評価が決定された重点項目 17項目を再度確認】 

№1 地域担当職員制度の活用と推進→Ｂ 

№2 市民協働提案事業の推進→Ｂ 

№3 （仮称）市民活動センターの設置運営→Ｃ 

№4 民間活力活用指針の策定と民間委託等の推進→Ｂ 

№5  PPP/PFI の推進→Ａ 

№8 人材育成基本方針の見直しと推進→Ｃ 

№9  女性職員の活躍の推進→Ｃ 

№15 事務事業の見直し→Ｂ 

№21 公共施設再編の推進→Ｂ 

№22 国民健康保険事業→Ｂ 

№23 介護保険事業→Ｂ 

№24 後期高齢者医療事業→Ｂ 
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№25 農業集落排水事業→Ｃ 

№26 流域関連公共下水道事業→Ｃ 

№29 駐車場事業→Ｂ 

№30 水道事業→Ｃ 

№31 徴収率の向上→Ｂ 

 

事務局から２つ目の説明をお願いする。 

 

【事務局から（２）令和３年度行財政改革関連事業について説明】 

資料２・資料３ 

 

資料 3の行政経営改革支援業務は、庁内職員によるプロジェクトチーム

を編成されて、事務事業の見直しの方針等を作っていくということを 1 年

近くかけてやっていくということ。その方針を受けて令和３年度中に実施

できるものは進めていただき、本格実施は令和 4年度からさらに進められ

ていくということ。また、その進捗状況については、市民会議に報告され

て、委員の皆さんアドバイスをいただければと思う。 

以上で、皆さんのご協力をいただき、審議事項を終えることができた。 

その他連絡事項等を事務局からお願いする。 

 

【事務局からその他事項について説明】 

 ・令和３年度の市役所新組織について（口頭説明） 

 ・新庁舎の内覧会について 

 

皆さん、長時間にわたり議論いただき、ありがとうございました。閉会

に当たり、萩原副座長から御挨拶をお願いします。 

 

副座長あいさつ 

― 終了 ― 

会議の公開・非公開

の別 

■公 開   傍聴者：  ０人  

□一部公開  

□非 公 開  

 一部公開または非公開とした理由 （              ） 

会議録の開示・非開

示の別 

■開 示  

□一部開示（根拠法令等：                   ） 

□非 開 示（根拠法令等：                                    ）  
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全部記録の有無 
会議の全部記録  □有  ■無  
録音テープ記録  □有  ■無 

担  当  課 政策推進課 （内線91-244） 

 


